
提

出

者

鈴

木

宗

男

平
成
十
八
年
六
月
十
四
日
提
出

質

問

第

三

四

八

号

外
務
審
議
官
、
外
務
省
欧
州
局
長
、
外
務
省
ア
ジ
ア
大
洋
州
局
中
国
課
長
等
外
務
省
幹
部
が
報
道
関
係
者
よ
り

受
け
た
贈
与
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書
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外
務
審
議
官
、
外
務
省
欧
州
局
長
、
外
務
省
ア
ジ
ア
大
洋
州
局
中
国
課
長
等
外
務
省
幹
部
が
報
道
関
係
者
よ
り

受
け
た
贈
与
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

標
記
案
件
に
つ
い
て
は
、
既
に
平
成
十
八
年
五
月
三
十
日
に
質
問
主
意
書
を
提
出
し
、
内
閣
か
ら
同
年
六
月
九
日
付
で
答
弁

書
を
受
領
し
た
（
以
下
、
「
前
回
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
。
「
前
回
答
弁
書
」
を
踏
ま
え
追
加
質
問
す
る
。

一

外
務
省
職
員
が
国
家
公
務
員
倫
理
法
に
定
め
ら
れ
た
贈
与
等
報
告
書
を
提
出
し
て
い
な
い
事
例
が
あ
る
か
。

二

西
田
恒
夫
外
務
審
議
官
、
塩
尻
孝
二
郎
大
臣
官
房
長
、
原
田
親
仁
欧
州
局
長
、
泉
裕
泰
ア
ジ
ア
大
洋
州
局
中
国
課
長
が
現

職
に
発
令
さ
れ
た
日
か
ら
、
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
提
出
し
た
国
家
公
務
員
倫
理
法
の
規
定
に
基
づ
く
贈

与
等
報
告
書
の
件
数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

「
前
回
答
弁
書
」
に
お
い
て
、
西
田
恒
夫
外
務
審
議
官
、
原
田
親
仁
欧
州
局
長
、
泉
裕
泰
ア
ジ
ア
大
洋
州
局
中
国
課
長
が

現
職
に
発
令
さ
れ
た
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
提
出
し
た
国
家
公
務
員
倫
理
法
の
規
定
に
基
づ
く
贈

与
等
報
告
書
の
う
ち
、
報
道
関
係
者
に
係
わ
る
も
の
が
零
件
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
他
方
、
こ
れ
ま
で
の
答
弁

書
で
、
松
田
邦
紀
欧
州
局
ロ
シ
ア
課
長
が
平
成
十
六
年
二
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
受
け
た
五
千

円
を
超
え
二
万
円
以
下
の
贈
与
等
の
件
数
は
五
十
件
、
そ
の
内
、
報
道
関
係
者
に
係
る
も
の
が
三
十
五
件
（
平
成
十
八
年
四

一



月
二
十
八
日
付
答
弁
書
・
内
閣
衆
質
一
六
四
第
二
三
一
号
）
、
二
万
円
を
超
え
る
贈
与
等
が
一
件
（
平
成
十
八
年
四
月
十
一

日
付
答
弁
書
・
内
閣
衆
質
一
六
四
第
一
九
六
号
）
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
更
に
、
平
成
十
八
年
五
月
十
六
日
付
答

弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
四
第
二
四
七
号
）
に
お
い
て
、
同
課
長
が
平
成
十
六
年
二
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一

日
ま
で
に
「
外
務
省
に
お
い
て
確
認
で
き
る
範
囲
で
は
、
御
指
摘
の
五
千
円
を
超
え
る
贈
与
等
又
は
報
酬
の
合
計
は
、
五
十

万
円
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
、
報
道
関
係
者
に
係
る
も
の
は
、
三
十
万
四
千
円
で
あ
る
。
」
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
外
務

審
議
官
、
欧
州
局
長
、
中
国
課
長
は
職
務
上
報
道
関
係
者
と
会
食
す
る
こ
と
が
ロ
シ
ア
課
長
同
様
に
頻
繁
に
あ
る
と
思
料
す

る
が
、
贈
与
等
報
告
書
の
提
出
に
関
し
て
著
し
い
差
異
が
あ
る
理
由
を
説
明
さ
れ
た
い
。

四

松
田
邦
紀
ロ
シ
ア
課
長
が
平
成
十
六
年
二
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
受
け
た
贈
与
又
は
報
酬
等

の
合
計
五
十
万
円
は
、
確
定
申
告
の
対
象
に
な
る
か
。

右
質
問
す
る
。

二


